
 
 
 

 

7 月 26 日に開催された第 51 回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安
について答申が取りまとめられました。 
都道府県の引上げ額の目安については、Ａランク２７円、Ｂランク２６円、Ｃランク２５円、Ｄラ

ンク２３円です。（昨年度はＡランク２６円、Ｂランク２５円、Ｃランク２４円、Ｄランク２２円） 
 

各都道府県に適用される目安のランク 

ランク 都 道 府 県 引上げ額 

A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 27円 

B 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 26円 

C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 25円 

D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 23円 
 

平成３０年度地域別最低賃金時間額の目安額（下段は29年度、括弧は２8年度の最低賃金額） 
北海道 835 
810（786） 

青森 761 
738（716） 

岩手 761 
738（716） 

宮城 797 
772（748） 

秋田 761 
738（716） 

山形 762 
739（717） 

福島 771 
748（726） 

茨城 822 
796（771） 

栃木 826 
800（775） 

群馬 808 
783（759） 

埼玉 898 
871（845） 

千葉 895 
868（842） 

東京 985 
958（932） 

神奈川 983 
956（930） 

新潟 803 
778（753） 

富山 821 
795（770） 

石川 806 
781（757） 

福井 803 
778（754） 

山梨 810 
784（759） 

長野 821 
795（770） 

岐阜 825 
800（776） 

静岡 858 
832（807） 

愛知 898 
871（845） 

三重 846 
820（795） 

滋賀 839 
813（788） 

京都 882 
856（831） 

大阪 936 
909（883） 

兵庫 870 
844（819） 

奈良 811 
786（762） 

和歌山 802 
777（753） 

鳥取 761 
738（715） 

島根 763 
740（718） 

岡山 806 
781（757） 

広島 844 
818（793） 

山口 802 
777（753） 

徳島 765 
740（716） 

香川 791 
766（742） 

愛媛 762 
739（717） 

高知 760 
737（715） 

福岡 814 
789（765） 

佐賀 760 
737（715） 

長崎 760 
737（715） 

熊本 760 
737（715） 

大分 760 
737（715） 

宮崎 760 
737（714） 

鹿児島 760 
737（715） 

沖縄 760 
737（714） 

全国加重平均 874 
848（823） 

  
＜最低賃金の基礎に算入する賃金＞ 
最低賃金の基礎に算入する賃金については、「最低賃金額との比較にあたって、算入しない賃金」

が次の①～⑥のように定められており、したがって、これ以外のものを算入することができます。 
① 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金（ 賞与など） 

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して 支払われる賃金（時間外割増賃金など） 
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃

金の計算額を超える部 分（深夜割増賃金など） 
⑥ 精皆勤手当、通勤手当および家族手当 
 

 

経団連は8月7日、「2018年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果」（最終集計結果）を公表
しました。本調査は、地方別経済団体の協力により、従業員数500人未満の17業種741社を対
象に実施されたもので、妥結し集計可能な412社の結果を集計したものです。 
これによれば、今春の中小企業の賃上げの総平均は、4,804円（前年比218円プラス）です。 
 

業  種（平均のみ） 
2018年 2017年 

社数(社) 妥結額(円) アップ率(％) 社数(社) 妥結額(円) アップ率(％) 

製造業平均 251 5,242 2.01 303 5,073 1.96 

非製造業平均 161 4,190 1.70 175 3,826 1.57 

総 平 均 412 4,804 1.89 478 4,586 1.81 

規模別 

100人未満 124 4,528 1.86 147 4,348 1.80 

100～300人未満 198 4,587 1.82 233 4,654 1.85 

300～500人未満 90 5,095 1.96 98 4,563 1.78 
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